
【別  紙】訪問介護の利用料金表（令和 6年 6月 1日～） 

 

【基本部分】 

 
 

サービスの内容 
      

１回あたりの所要時間 

基本利用料 
※（注１）参照 

利用者負担金 
※（注２）参照 

１割   ２割 ３割 

身
体
介
護
中
心
型 

２０分未満 １,６３０円 １６３円 ３２６円 ４８９円 

２０分以上３０分未満 ２,４４０円 ２４４円 ４８８円 ７３２円 

３０分以上１時間未満 ３,８７０円 ３８７円 ７７４円 1,161円 

１時間以上１時間３０分未満 ５,６７０円 ５６７円 1,134円 1,701円 

１時間３０分以上 ３０分増すごとに８２０円を加算  ８２円 １６４円 ２４６円 

引き続き「生活援助中心型」を算定

する場合 

２５分増すごとに６５０円を加算 

（身体介護の所要時間が20分以上

の場合に限る。） 

 ６５円 １３０円 

 

１９５円 

生
活
援
助
中
心
型 

２０分以上４５分未満 １,７９０円 １７９円 ３５８円 ５３７円 

４５分以上 ２,２００円 ２２０円 ４４０円 ６６０円 

 
（注１）「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」において、利用者の同意を得て、同時に２人の訪

問介護員等がサービス提供した場合は、上記基本利用料の２倍の額となります。 
上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、こ

れら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面で
お知らせします。 

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、
超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 

【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 
 

加算の種類 加算の要件 
加算額 利用者負担金 

基本利用料 １割 ２割 3割 

（イ）初回加算 
新規の利用者へサービス提供した場合 

(１月につき) 
２,０００円 ２００円 ４００円 ６００円 

（ロ）緊急時訪問 

介護加算 

利用者や家族等からの要請を受け、緊急

にサービスを提供した場合(１回につき) 
１,０００円 １００円 ２００円 ３００円 

（ハ）特別地域 

訪問介護加算 ※ 
当事業所が特別地域に所在する場合 上記基本部分の１５％ 

（ニ）介護職員 

処遇改善加算Ⅱ ※ 
当該加算の算定要件を満たす場合 

上記基本部分と各種加算 

合計の２２.４％ 

（注）※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

 

 

 

 



【別  紙】介護予防訪問型サービスの利用料金表（令和 6年 6月 1日～） 

 

【基本部分】 

サービスの内容 

※身体介護及び生活援助のみ 

（１月あたり） 

基本利用料 

※(注１)参照 

利用者負担金 

※(注２)参照 

１割  ２割 ３割 

介護予防訪問型 

サービス費Ⅰ 

１週間に１回程度の介護予防訪問型

サービスが必要とされた場合 
１１,７６０円 1,176円 2,352円 3,528円 

介護予防訪問型 

サービス費Ⅱ 

１週間に２回程度の介護予防訪問型

サービスが必要とされた場合 
２３,４９０円 2,349円 4,698円 7,047円 

介護予防訪問型 

サービス費Ⅲ 

１週間に３回程度以上の介護予防訪

問型サービスが必要とされた場合 

（要支援２の利用者のみ対象） 

３７,２７０円 3,727円 7,454円 11,181円 

 

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、こ

れら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面で

お知らせします。 

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、

超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 
 
【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 
 

加算の種類 加算の要件 
加算額 利用者負担金 

基本利用料 １割 ２割 ３割 

（イ）初回加算 
新規の利用者へサービス提供した場合 

(１月につき) 
２,０００円 ２００円 ４００円 ６００円 

（ロ）特別地域 

訪問介護加算※ 
当事業所が特別地域に所在する場合 上記基本部分の１５％ 

（ハ）介護職員 

処遇改善加算Ⅱ※ 
当該加算の算定要件を満たす場合 

上記基本部分と各種加算 

合計の２２.４％ 

（注）※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

 

 

 


